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岩国市普通財産売払媒介事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、将来にわたって公用又は公共用に利用する見込みのない普通財産の

有効活用を促進するため、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）に規定する宅地建

物取引業者の媒介を積極的に活用し、普通財産を売り払う普通財産売払媒介事業（以下

「事業」という。）を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（売払いの対象） 

第２条 この事業の対象となる普通財産は、岩国市普通財産売払事務取扱要綱（平成20年

７月１日制定）第５条第１項第３号又は第６号に該当する場合の普通財産（以下「物件」

という。）とする。ただし、当該物件が公用又は公共用に供するため必要となったとき

は、この事業の対象となる物件から除くことができる。 

（協定の締結） 

第３条 市長は、普通財産売払いの媒介を依頼するときは、あらかじめ宅地建物取引業者

を統括している団体（以下「協定団体」という。）と普通財産売払いの媒介に関する協

定を締結するものとする。 

（媒介依頼） 

第４条 市長は、普通財産売払いに当たり、宅地建物取引業者の媒介が適当と思われる物

件については、普通財産売払媒介依頼書（様式第１号）により協定団体に通知するもの

とする。 

２ 協定団体は、前項の通知を受けたときは、協定団体に属する宅地建物取引業者（以下

「媒介業者」という。）に当該媒介依頼について通知するものとする。 

（媒介の中止等） 

第５条 市長は、前条の規定により媒介を依頼した物件について、購入申込み（この事業

による購入申込み以外のものを含む。第10条において同じ。）があったとき、又は市長

が当該媒介を中止する必要があると判断したときは、普通財産売払媒介依頼中止通知書

（様式第２号）により協定団体に通知するものとする。 

２ 協定団体は、前項の通知を受けたときは、媒介業者に媒介依頼の中止を通知するもの

とする。 

（説明書の提供） 

第６条 市長は、媒介業者からの求めに応じ、物件の内容、売買契約に関する事項等が記

載された説明書を提供するものとする。 

（媒介契約の締結） 



第７条 媒介業者は、第４条の規定により媒介依頼の通知のあった物件について、売払い

の媒介をしようとするときは、普通財産媒介申請書（様式第３号）を市長に提出するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により媒介業者から申請書が提出された場合において、当該媒介

業者が物件の媒介を誠実に遂行し、かつ、短期間に売買契約を成立させることが見込ま

れるときは、当該媒介業者と普通財産売払媒介契約（以下「媒介契約」という。）を締

結するものとする。この場合において、媒介契約の有効期間は、３か月を超えることが

できない。 

３ 市長は、同一物件について、複数の媒介業者との間で媒介契約を締結したときは、各

媒介業者に対し、他の媒介業者名を通知するものとする。 

（購入申込み） 

第８条 媒介業者は、購入希望者に対し、必要に応じ物件の内容等を説明するものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、購入申込みの資格を有しないものとする。 

(１) 日本国内に居住していない者 

(２) 普通財産の売買契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない者 

(３) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項各号のいずれかに該

当する者で、その事実があった後、２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人

その他の使用人として使用する者 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条

第１項各号に掲げる者 

(５) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第

５条第１項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

(６) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第４条第１項に規定する暴力主義的破壊

活動を行った団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

(７) 前各号に該当する者から委託を受けた者 

(８) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者 

３ 購入希望者は、購入申込みを行おうとするときは、媒介業者を通じ岩国市普通財産売

払事務取扱要綱第７条第１項に規定する普通財産売払申請書に次に掲げる必要書類を添

えて、市長に提出するものとする。 

(１) 購入希望者が個人の場合 

ア 印鑑登録証明書（発行日から３か月以内のもの） 

イ 住民票（発行日から３か月以内のもの） 

ウ 身分証明書（発行日から３か月以内のもの） 

エ 普通財産売払いに関する誓約書（様式第４号） 

(２) 購入希望者が法人の場合 

ア 法人の印鑑証明書（発行日から３か月以内のもの） 

イ 商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本（発行日から３か月以内のもの） 

ウ 普通財産売払いに関する誓約書 

エ 役員等名簿（様式第５号） 



４ 市長は、前項の申込みに際し、購入希望者に対して物件の内容等を説明するものとす

る。 

（購入申込取下げ） 

第９条 普通財産売払申請書を提出した購入希望者が当該申込みを取り下げるときは、媒

介業者を通じ普通財産購入申込取下書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（複数の購入希望者がある場合の取扱い） 

第10条 市長は、同一物件について同時に複数の購入希望者から購入申込みがあったとき

は、抽選により売買契約の相手方を決定するものとする。 

（媒介手数料） 

第11条 市長は、物件の売買契約が成立し、かつ、売買代金が市に完納され所有権移転登

記が終了した時に、媒介業者に対し媒介手数料を支払うものとする。 

２ 媒介手数料の額は、普通財産売払価額の３パーセント（ただし、千円未満の端数が生

じた場合は当該端数を切り捨てるものとする。）に消費税及び地方消費税相当額を加え

た額とする。 

３ 媒介業者は、購入希望者に対し媒介手数料を請求することができないものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年10月１日要綱第55号） 

この要綱は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月１日要綱第68号） 

この要綱は、平成30年12月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日要綱第45号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の岩国市普通財産売払媒介事業実施要綱

による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和３年12月１日要綱第103号） 

この要綱は、令和３年12月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日要綱第115号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第３号（第７条関係） 

 



様式第４号（第８条関係） 

 



様式第５号（第８条関係） 

 



様式第６号（第９条関係） 

 


